
信濃川水系学識者会議について

【資料－２】



河川法の規定

【河川法第１６条の２第３項】
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると

認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

【河川法第１６条の２第４項】
河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の

開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

【河川法第１６条の２第５項】
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めると

ころにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。

河川法において、河川整備計画策定のための意見聴取として、下記のとおり規定さ
れている。
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【関係住民の意見を反映
させるために必要な措置】
(河川法第16条の2第4項）

【河川に関し学識経験を
有する者の意見聴取】

(河川法第16条の2第3項）

【関係知事の
意見聴取】

(河川法第16
条の2第５項）



信濃川水系学識者会議の位置づけ・役割

平成９年の河川法改正から、河川整備の長期的な方
向性を示す「河川整備基本方針」と具体的な河川整備
の実施に関する事項を定める「河川整備計画」が策定さ
れた。

「河川整備計画」の策定に際しては、「関係地方公共団
体の長」、「学識経験者（信濃川水系学識者会議）」、「地
域住民」等に意見を頂き、反映させる手続きを導入。

信濃川水系学識者会議は、信濃川の現状と課題を踏
まえて、学識経験者として、信濃川の川づくりについて
の意見を述べる。

●学識者会議の位置づけ

●学識者会議の役割



信濃川水系学識者会議の構成、各部会等の審議事項

全体調整会議
・規約など、学識者会議の運営に関する事項
・報告を受けた事項に関し調整を行うとともに、学識者会議としての意見
のとりまとめ

下流部会
・信濃川下流河川事務
所管理区間の整備に関
する事項

中流部会
・信濃川河川事務所管
理区間の整備に関する
事項

上流部会
・千曲川河川事務所管
理区間の整備に関する
事項

検討結果
報告

信濃川水系学識者会議

北陸地方整備局長

設置
整備計画に対する意見

※学識者会議は、「全体調整会議」「上流部会」「中流部会」「下流部会」より構成される
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報告



信濃川水系学識者会議の流れ（案）

全体調整会議（規約、今後の進め方について）

各部会 （現状と課題、河川整備の目標の検討）

河川整備計画（素案）の決定

河川整備計画（原案）の決定

河川整備計画（案）の決定

全体調整会議 （整備計画素案の記載事項の調整）

各部会（素案に対する意見、修正事項）

全体調整会議 （素案修正事項の調整）

各部会（原案に対する意見、修正事項）

全体調整会議 （原案の修正事項の調整）

報告

報告
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